
令和６年度日野市社会福祉法人一般監査実施計画 

 

 

 社会福祉法第５６条第１項に基づく、社会福祉法人に対する一般監査を実施するにあ

たり、日野市社会福祉法人指導監査実施要領４（１）のとおり、令和６年度日野市社会

福祉法人一般監査実施計画を策定する。 

 

記 

 

１ 一般監査実施対象 

 

 （１）前年度監査を行っていない法人 

   （該当する１２法人から、過去の監査結果等をふまえ選定） 

 （２）令和５年度に未実施のため令和６年度で実施する法人 

 （３）その他監査が必要と認められる法人 

 

２ 一般監査実施時期 

 

 第１期 ：  ８月 １日（木）から ８月３０日（金） ･･･ １法人 

 第２期 ：  ９月 ２日（月）から ９月３０日（月） ･･･ １法人 

第３期 ： １０月 １日（火）から１０月３１日（木） ･･･ １法人 

第４期 ： １１月 １日（金）から１１月２９日（金） ･･･ １法人 

第５期 ： １２月 ２日（月）から１２月２７日（金） ･･･ １法人 

第６期 ：  １月 ６日（月）から １月３１日（金） ･･･ １法人 

                        合 計 ･･･ ６法人 

 

３ 一般監査実施日程の決定及び通知 

 

 （１）一般監査の実施日程については、監査を実施する優先順位、法人の事業規模や

種別等を考慮して決定する。なお、法人本部所在施設を対象として東京都が実地

検査を予定している法人については、日野市と東京都が行う検査が同一日程とな

るよう、東京都福祉保健局指導監査部と事前に調整する。 

 （２）具体的な監査の実施日程については、原則として監査実施日の３週間前までに、

指導監査対象法人の代表者に対し文書にて通知する。また、市の事業所管課及び

東京都福祉局指導監査部指導調整課に対し、通知を行った旨を情報提供する。 

 

４ 監査担当職員 

 

 係長級以上の職にある者を長とする監査担当職員 


